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（２）地域子育て部会

◎部会長、●副部会長

○委員 10名 （平成29年2月21日現在）

○事務局

子育て支援課、保育・幼稚園課、子ども総合相談センター事務所、健康づくり推進課 等

所属・役職名等 氏名

松山市母子保健推進協議会 井上 もと子

まつやま子ども育成会議 委員長 太田 佳光

小・中学校PTA連合会 副会長 金谷 めぐみ

市民公募 加納 飛鳥

松山市小学校校長会 幼年・生活部会顧問 ●佐藤 敦子

聖カタリナ大学 人間健康福祉学部 教授 ◎恒吉 和徳

NPO法人ワークライフ・コラボ 代表理事 堀田 真奈

松山市児童クラブ連絡協議会 副会長 宮本 章教

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場 理事長 山本 良子

愛媛大学 教育学部 教授 吉松 靖文
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地域子育て部会

○地域子ども・子育て支援事業のうち下記事業については、個別の進捗管理票を作成し点検・評価
・地域子育て支援拠点事業
・乳児家庭全戸訪問事業
・養育支援訪問事業、その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業
・ファミリー・サポート・センター事業
・病児･病後児保育事業
・妊婦健康診査事業
・子育て短期支援事業
・児童クラブ運営事業（放課後児童健全育成事業）

○以下の事業については、各年度の取組状況を報告
・子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項

・労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策
との連携に関する事項

特定の分野を専門的かつ効率的に審議するために、各部会で、以下の事項に関し、点検・評価の協議を行うこと
とする。また、それぞれの部会に関する各事業の取組状況を事務局から報告することとする。


